
会計年度任用職員 募集要項（二次） 

【試験区分：部活動指導員（中学校・義務教育学校・高等学校）】 

１ 募集内容等 

・採用予定人数 

・職 務 内 容 

・受 験 資 格 

 

 

 

 

 

２ 勤務条件等 

・任 用 期 間 

・勤 務 地 

 

 

・報 酬 

・勤 務 時 間 

 

 

 

 

 

・休 暇 

・服 務 

 

・条件付採用 

 

 

・社 会 保 険 

・災 害 補 償 

３ そ の 他 

・申 込 方 法 

 

・申 込 受 付 

 

・試 験 日 時 

・試験の方法 

・採用予定日 

 

１１５人程度（一次も含む） 

市内の市立中学校・義務教育学校・高等学校における部活動の指導業務等 

年齢・学歴不問、 次の(1)から(4)の各号の資格要件のいずれかに該当する者 

(1)教員免許を有している者※ 

(2)日本スポーツ協会及び中央競技団体等認定の指導者資格を有している者※ 

※令和８年４月１２日までに取得見込みの者を含む。 

(3)中学校、高等学校等での外部指導員（部活動指導員を含む。）経験がある者 

(4)指導を希望する部活動の経験を持ち技能指導ができる者 

 

採用日～令和９年３月３１日 

岡山市内の市立中学校・義務教育学校・高等学校 

※任用の途中で配置転換を行う場合があります。 

（配置転換の範囲：岡山市内の市立中学校・義務教育学校・高等学校） 

採用時の報酬時給額は、１，６００円（通勤割増額、地域手当相当額を含む。）です。  

週１日から３日、１日あたりの勤務時間は平日原則２時間、土曜日・日曜日・祝日

及び長期休業中は原則３時間（運動部：年間２１０時間以内、文化部：年間９０時

間以内） 

※１日あたりの勤務時間及び年間の勤務時間はやむを得ない場合はこの限りでは  

ない。 

※配置される学校や部活動の種目によって勤務時間は異なります。 

年次休暇あり 

会計年度任用職員は一般職の地方公務員となり、地方公務員法の服務に関する各規

定が適用されます。 

地方公務員法第 22条及び第 22条の 2第 7項の規定に基づき、採用はすべて条件付

のものとし、採用後１か月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員とし

て正式採用となります。 

健康保険、厚生年金、雇用保険の適用はありません。 

公務上の災害又は通勤による災害についての補償制度があります。 

 

申込書及びエントリーシートに必要事項を記入し、勤務先の学校または、保健体育

課へ申し込んでください。※提出いただいた書類は返却できません。 

令和８年３月１３日（金）～令和８年３月２７日（金） 

※持参の場合は保健体育課へお越しください。（受付時間：平日９時から１７時） 

実施日時及び場所については、後日連絡いたします。 

書類審査及び面接試験 

令和８年４月１２日※合格者は合格者名簿に登載され、令和８年４月１２日以降必

要に応じて成績順に採用します。 

（名簿の登載有効期限は、令和９年３月３１日まで） 

 

 
問合せ・申込先 

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号 

 岡山市教育委員会事務局学校教育部保健体育課 

℡：086-803-1594 


